うぇぶちょーの独り言

「紙じゃないといやだ！」っていうアナログ志向な人のために、独断と偏見に基づいてこんなものを作ってみました。適宜使用してください。

ちなみに引用元である、日本大百科全書などの辞書類は
Japan　Knowledge（http://na.jkn21.com/）で参照できます。学内からだと普通に見られます。学外からだとhttps://sslvpn.ecc.u-tokyo.ac.jp/dana-na/auth/url_default/welcome.cgiにアクセスしてログインすると見られるようになります。

ではでは、試験まで残りわずかですが、がんばりましょう。

政治I　参考用語集
（引用：日本大百科全書）

階級闘争

class struggle 英語 

Klassenkampf ドイツ語 

社会がいくつかの階級に分裂して互いに和解しがたく敵対している場合に、いずれか一方の階級が他方の階級を打倒して、その政治上、経済上、文化上の特権、権利、機会を奪取し、支配権を手に入れようとして行われる闘争をいう。階級間の対立、抗争については古くから注目され、種々の学説が生み出された。プラトンは富者と貧者の間の闘争を哲人支配によって克服しようとし、下って19世紀初頭のフランスでは、サン・シモンは、フランス革命を進歩的知識層、保守的所有者、無産者という三つの階級間の抗争としてとらえ、産業者を中心とした社会改造を説いたが、階級闘争を理論づけるまでには至らなかった。

　唯物史観の立場から階級間の対立・闘争の必然性とプロレタリアートの歴史的使命を説いて、階級闘争の理論を提出したのは、マルクス、エンゲルスである。それによると、原始共産制の段階を除き、今日までのあらゆる社会の歴史は階級闘争の歴史であって、資本主義社会における階級間の対立・抗争は資本家による労働者の搾取（剰余価値の収取）に由来する。つまり、富の分配の著しい不平等（貧富の差）は、生産が社会化されているのに領有が私的な性格をもつという矛盾によるが、資本家はこのような搾取の体制を維持する必要上、こうした矛盾をそのままにして労働者に貧困その他さまざまの耐えがたい犠牲を強いるため、労働者はこの桎梏(しっこく)から自らを解放しようとして、現行の生産関係を土台とする社会体制を打破し、変革していく運動を推し進めるようになる、という。このような体制変革への条件は、資本主義体制自体のなかにあるが（生産の社会化と所有の私的性格などの矛盾）、同時に体制変革を担うべき労働者階級が孤立・分散、競争の状態を脱却して、大工業地帯に集中し、階級的利害に目覚めて組織をつくり、そのもとに団結して、真の階級意識や階級組織を備えた対自的階級Klasse fr sichにまで主体的に成熟していなければならない、とされている。

　階級闘争には労働組合による経済闘争、政党の指導下で体制変革を目ざす政治闘争、敵対階級の誤りを暴露し、自己の立場の正しさを主張するイデオロギー闘争がある。資本主義社会ではそれに内在する法則の作用によって、将来ますます労資二大階級への両極分解が強まり、労働者の状態は悪化し、窮乏化の一途をたどるから、階級闘争はますます激化し、革命は不可避である、と主張される。

　しかし、19世紀末以降、とくに現代の先進諸国では、マルクスらの予想に反して、両極分解と窮乏化のかわりに、新中間層の増大と生活の向上・平準化をもたらし、福祉政策の拡充とともに、ベルンシュタインらの修正主義や社会民主主義の路線、階級対立の制度化などの事態を招き、そのため先進諸国における階級闘争は変質して革命性を失い、体制内部に組み込まれていく傾向がある。

功利主義

utilitarianism 

行為の目的、行為の義務、正邪の基準を、社会の成員の「最大多数の最大幸福」に求める倫理、法、政治上の立場。イギリス思想に著しい考えで、古典経験論の創始者Ｆ・ベーコンにもすでにその傾向はみられる。また、ロック、ヒューム、古典経済学派、神学者たち、Ｒ・カンバーランドやＦ・ハチソンらのような17、18世紀の一群の道徳思想家などについても同様の傾向がみられる。とくにハチソンには「最大多数の最大幸福」とほぼ同じ句がみられる。

　しかし、この立場を単純明快に定式化、組織化したのはＪ・ベンサムで、それはミル父子により継承、発展させられた。彼らは幸福と快楽を同一視したが、ベンサムが七つの基準による快楽の計量可能性と快楽計算の構想を唱える「量的快楽主義」を主張したのに対し、Ｊ・Ｓ・ミルは快楽に質的な差を認めて「質的快楽主義」へと変わる。さらに、ベンサムは外的制裁を重んじたが、ミルは内面的な動機、良心、自己陶冶(とうや)の重要性も認めて、心情道徳、完成説への傾斜を示した。彼らと同時代の急進主義者たちにも功利主義の傾向がみられるが、以後もスペンサーやスティーブンらの進化論的功利主義、シジウィックの倫理、Ｇ・Ｅ・ムーアの特異な耽美(たんび)的功利主義などがある。さらに、現代イギリス日常言語学派の、メタ倫理学の暗黙の規範意識や、広くアングロ・アメリカンの道徳思想には、その多様な変形がうかがわれる。

　功利主義に内在する問題として、たとえば次の点を指摘できよう。

(1)最大多数の至福が目的である以上、功利主義は目的論の一形態として目的論一般のもつ問題に直面する。義務論のような反目的論の立場は、たとえば約束の履行などの根拠が、単に社会全体の至福に及ぼす結果だけでなく、正義、社会的公正などの、各成員に対する平等の配慮のような別の原理に基づくと主張する。

(2)かりに功利的目的の達成が義務の一つだとしても、倫理的に目的は善であるべきだから、功利の原則の根底には善行の義務の原則が予想されよう。しかも、ベンサム、ミル父子は、善を幸福と、幸福を快楽と同一視したが、その必然性はなく、理論、現実の両面で多様な善の内容が考えられる。

(3)量的、質的快楽主義の対照から明らかなように、目的評価の基準の不明確さは、快楽主義的功利主義の基礎を不安定にし、また量的測定の基準だけでは、功利主義を経済的価値のような道徳外の価値に従属させるおそれがある。

社会有機体説

theory of social organism , organic concept of society 

社会を生物有機体になぞらえて把握する社会観で、社会機構体説と対比される。社会を機械的なメカニズムをもつものととらえる社会機構体説では、ちょうど時計を分解して掃除し再度組み立てることができるように、社会も全体が部分の積み重ねでできていると考えられる。これに反して、社会を生物有機体になぞらえる社会有機体説では、生物を部分に分解すれば死んでしまうから、一度死んだ部分をいくら積み重ねても生命は戻らない、つまり全体は部分からなるのでなく、全体は部分に先だつという考え方になる。さらに有機体とのアナロジーを推し進めて、社会的分業を有機体の諸器官の機能分化とその相互依存になぞらえれば、社会の諸部分は全体を維持するための諸機能をもって存在するという機能主義的な考え方に帰着する。

　このような社会有機体説は、コント、スペンサーの古典的な総合社会学にみられる。とくにスペンサーは、進化の一般法則、つまり容積の増大、統合の発達、同質性から異質性への移行という法則が、個人有機体と同様、社会有機体にも適用されることを示そうとした。ロシアの社会学者リリエンフェルトは社会のあらゆる諸機能を有機体の諸機能と同一視した。ドイツの社会学者シェッフレは『社会体の構造と生命』（1875）の初版ではこうしたアナロジーを多く用いていたが、後の版ではその割合は減り、のちには有機体説を断念した。ベルギーの社会学者ド・グレーフGuillaume Joseph De Greef（1842―1924）は、社会を、生物有機体と同じ進歩と退歩の法則に服す「最高度の有機体」とみなした。

　フランスでの代表者はエスピナスとウォルムスで、前者は、細胞とその他の有機的な諸要因の集合としての生物がすでに社会であることを論証しようとした。ウォルムスは最初、社会有機体説をとったが、のちにはそれを放棄したように、大部分の社会有機体論者は当初の狭隘(きょうあい)な視点を放棄し、今日ではこのような考え方は克服されている。

新自由主義

neo-liberalism 

1980年代以降に世界的に支配的となった経済思想・政策の潮流。1960年代の末から70年代にかけて、ドル・ショック（アメリカの経済的衰退を明確にしたドルの金兌換中止）、オイル・ショック、激化する労働運動、そして低成長下のインフレーションなど、第二次世界大戦後、高成長を維持してきた先進国の資本主義は大きな危機にみまわれた。その際、その高成長を支える思想体系としてのケインズ主義（市場を自由放任にするのではなく、政府が積極的に介入する）にとってかわる危機の解決として現れ、80年代から資本主導のグローバリゼーションのイデオロギー、実践的な知として支配的潮流の座についたのが新自由主義である。その源流にはフリードリヒ・ハイエク、シカゴ学派のミルトン・フリードマンといった経済学者がいる。

　そもそも自由主義は、いわゆる「自由放任主義」としてイメージされるような、市場の論理を制約する一切をただただ退ける消極的な議論ではない。18世紀にデビッド・ヒューム、アダム・スミスらによって提起された古典的自由主義は、それまでの絶対王政や重商主義に取ってかわり、国家ではなく、市場を介してみずからの利益を理性的に追求する諸個人からなる自律的な社会の運動法則から出発する統治の技法を提案する実践的な知でもあった。絶対王政を支えた国家理性の教義が、統治能力の向上と国家の肥大とを密接に結びつけていたとすれば、自由主義は統治能力の向上のためには国家はむしろ介入の領域をみずから制約しなければならない、と発想の転換を促したのである。

　新自由主義は古典的自由主義と同じく、実践的な知である。たとえば、古典的自由主義は、絶対王政の「過剰統治」と国家の肥大化を批判し、「神の手」によって運営される市場の論理にもとづく市民社会の自律性をうたいながら登場したが、新自由主義はケインズ主義的福祉国家の所得再分配政策などがもたらす「過剰統治」と国家の肥大化こそがシステムの機能不全の原因として、規制緩和、福祉削減、緊縮財政、自己責任などを旗印に台頭した。その場合、古典的自由主義とは区別される新自由主義の特徴は、独特の保守的側面と「ラディカル」ともいえる徹底した側面にある。すなわち前者が絶対的な国家秩序を批判しつつ啓蒙主義的勢力として現れたのとは対照的に、新自由主義は新保守主義と手をたずさえながら、家族の価値のような保守的道徳観の復活、治安の強化、マイノリティの権利の削減、排他的ナショナリズムといった強い国家の再編成を促す傾向にある一方で、従来は市場の論理にはなじまないとされてきた領域――たとえば公教育、福祉、犯罪政策など――にまで、その論理を拡大する徹底した傾向をもつ。

　こうした新自由主義による改革の効果は、アメリカのように一部の先進国の経済成長に資した部分もあったが、企業権力の肥大化、南北間のみならず一国内での貧富の格差の拡大、弱肉強食イデオロギーの浸透による市民の連帯意識の衰退といった負の効果ももたらし、90年代以降は「第三の道」と呼ばれるヨーロッパでの社会民主主義勢力や、アンチ・グローバリゼーションの運動など、さまざまなレベルで新自由主義にかわる社会のあり方が模索されている。

新保守主義 

New Conservatism 

1970年代後半以降、アメリカにおいて支配的となった政治的潮流をさす。その特徴としては、第一に自由放任主義の強調、第二にキリスト教との密接な関係をあげることができよう。一般に西欧諸国の保守主義は、貴族制や身分制を擁護し、資本主義的自由競争に対してはむしろ懐疑的で、社会政策に強い関心を示すことも少なくない。しかし、アメリカの保守主義は徹頭徹尾自由主義的であり、政府の干渉をできるだけ排して自由競争や自由市場の原則を貫くことに熱心である。具体的には減税、小さな政府の実現、社会福祉の見直し、規制緩和の徹底などが要求されることになる。経済政策に関する限り、新保守主義の内容は、伝統的に自由主義（リベラリズム）とされてきたものと変わらない。そこには、アメリカ独自の歴史的背景がある。1920年代までアメリカの政治は基本的に自由放任主義的であったが、30年代のニューディール政策以降、平等主義的傾向を強めた。この平等主義的政策が新自由主義とよばれたため、自由放任主義への復帰を求める立場は保守主義とよばれることになったのである。80年代のイギリスにおけるサッチャー主義（サッチャリズム）も、経済政策においては、新保守主義的とよぶことができよう。

　第二のキリスト教との関連は、平等化の進行によって節度を失いつつある社会に、伝統的な価値や規律を復活させるため、キリスト教への信仰を強めようとする形で現れる。とくにエバンジェリカル（福音派）やファンダメンタリスト（根本主義者・原理主義者）が大きな役割を果たしており、具体的には家族の価値の復権を強調しつつ、妊娠中絶の合法化、バス通学による統合教育の強制、公立学校での礼拝禁止、同性愛の容認などに反対し、アメリカ社会の道徳的浄化に努めるべきことを訴えている。1989年に設立されたキリスト教徒連合Christian Coalitionは、キリスト教的保守主義者の政治組織であり、その草の根活動は、1990年代における連邦議会での共和党躍進を支える原動力の一つになった。

政治

politics 

政治を表す西欧の語は、古代ギリシアの都市国家であるポリスpolis、およびそれから派生したポリテイアpoliteia（市民権、国家）その他の関連語に由来する。英語のポリティックスpoliticsは、初め徒党や派閥を組む人々の活動に対する悪口として用いられたが、近代の政党制、代表制の確立とともに非難めいた意味はなくなった。しかし今日でも、英語では、政治といえば「汚い仕事」という連想が残っており、低劣な政治家をポリティシャンpolitician（政治屋）とよんで、ステーツマンstatesman（国士）と区別することがある。さらに英語のポリティックスについていえば、それは、政治の現実ないし過程を表すとともに、それを研究する政治学を意味することもある。またドイツ語のポリティークPolitikは政治と政策の両方の意味があり、英語のようにポリシーpolicy（政策）という別の語をもっていないから、そのいずれを意味するかに注意しなければならない。

政治とは何か―概念と定義
　政治とは何か、あるいは政治とは何を意味するかという問いに対する解答は、観察者、研究者のもっている経験や問題意識によって異なる。さらにまた政治ということばそれ自体がもっている語源的な意味に影響される面がある。すでにみたように政治にあたる西欧語は、ポリス（都市国家）に由来したところから、政治をポリスの業務、すなわち国家の仕事として考える見方が広まるようになった。このように政治を国家の統治行為とするとしても、国家の形態や性格は歴史とともに変化してきているので、より一般的に、人間の公共生活あるいは共同生活に必要な業務の遂行や問題の処理を表すことばとして理解されている。そこで、政治を、国家に特有のものとして限定的にみるか、それとも、人間が集団生活をするところ、そこに政治があるとみるべきかは、観察者の問題関心によって異なる。前者の立場を「政治国家現象説」、後者を「政治集団現象説」とよんで区別することがあるが、後者の立場をとる場合でも、政治が国家というもっとも制度化された集団のなかにおいて典型的、集約的に現れることについては異存がない。ともあれ今日では、政治は国家にとどまらず、国際社会やあるいは各種の集団にみられる現象であるという考え方がより一般的となりつつあるといえよう。

　今日では、政治を「集団の政策（意思）決定過程」とみる見方、あるいはそれに類した規定の仕方が一般的に行われている。この場合の「集団」はもちろん国家や地方自治体にとどまらず、いろいろな社会集団や、国内的、国際的団体を含む。また「政策決定過程」とは、広義には目標の選択、目標達成方法の決定、そしてそれらの実施あるいは実行の全過程を表す。「政策決定」policy-makingは「政策形成」と表現される場合もあり、また「意思決定」decision-makingは「決定作成」という表現が用いられることもある。政策決定と意思決定とは同じ意味に用いられることもあるが、意思決定のほうがより広い意味に用いられている。政策決定は政府の行為に関して用いられることが多く、また、政治に関して意思決定の語が用いられる場合、たとえば選挙は一つの意思決定過程ではあっても、狭義における政策の決定ではない。けれども、政治過程全体をさして政策決定過程という場合には、政策決定者を支持するものとしての選挙もその一部に含まれる。いずれにしても政治を政策決定過程とみる見方は、伝統的政治学の静態的、制度論的な政治の見方に対して、政治の動態や過程を重視する行動論的政治学あるいは現代政治学とよばれる立場にたつ政治の定義であるといえよう。この政治の見方はＨ・ラスウェルによって代表されるが、もう1人の代表的なアメリカの政治学者Ｄ・イーストンは、政治を「社会に対する価値の権威的配分」と定義した。これもラスウェルの政治の定義と同工異曲である。というのは、政治は、形式的にいえば「政策決定過程」であり、内容的にいえば「価値の権威的配分」ということになるからである。

　こうして、政治を「国家」という制度・構造から説明するのではなく、逆に「国家」を政治という過程・機能から説明しようとするところに行動論的な政治の定義ないし見方の特色がある。そして政治という機能が認められる限り、それが「国家」とはいえないような「原始社会」や「種族社会」であっても、これを政治研究の対象とすることができる。

政治の本質的特徴
　政治とは何かという政治の意味、あるいは政治をして政治たらしめる本質的特徴が、政治概念、そして政治の定義には含まれていなければならない。

　ところで、政治を政策（意思）決定という角度からみる場合、そこに当然「権力」の問題が関連してくる。なぜなら「権力」はラスウェルによれば、「意思決定への参加」にほかならないからである。この面からいえば、「政治」は「権力過程」であり、また「権力関係」という流動的な状況を抜きにしては考えられない。決定作成過程に参加し影響力を行使するには、暴力行使や利益誘導、さらには理性的説得から宣伝やシンボル操作に至るまで種々の方法がある。したがって、政治にとって不可欠な要素としては、暴力ないし実力、利益や価値、情報や知識、そして思想やイデオロギーなどがあり、またこれらのものを組み合わせて行使するための組織や集団、さらにこうした決定作成をめぐって権力闘争が行われる際のルールや手続、制度なども政治には不可欠である。

　政治は権力をめぐる、そしてまた権力を基礎とした決定作成過程であるが、権力関係はきわめて流動的、可変的であって、市民社会の段階から大衆社会、情報化社会へと社会の性格が変化するにつれて、社会の人々の意識や相互関係がますます流動化し、権力の基盤や態様も変化する。たとえば、今日ではマス・メディアが政策決定に大きな影響を及ぼすに至る。また社会の変化につれて政治の争点も変化する。たとえば、豊かな社会の登場とともに、経済的、物質的利益をめぐる争点から、生きがいや環境の問題といった「生活の質」あるいはライフ・スタイルの見直し、そして高齢化社会における福祉や生きがいの創出などに関連する施策に、政治の争点は移行する。

　政治においては、以上のような絶え間ない流動化、状況化がみられるとともに、他方で権威の正統性や秩序の安定を求める制度化の過程が進行する。この過程のなかで支配と被支配、エリートと大衆といった役割や機能の分化が固定化される。こうして政治においては状況化が進めば進むほど不安定となり、制度化が進みすぎると政治は硬直化して自発的政治参加が低下する。政治には両者のバランスがたいせつである。

　今日の政治では、一方で政治参加の幅が広がれば広がるほど、他方で官僚制が肥大し管理化が進行するという二律背反がみられる。

　また一方で政治的無関心が増大すればするほど、他方で政治的ラディカリズムの運動も進行するという矛盾がみられる。

　さらにまた、現代の政治では、個人の私生活化、非政治化が進行するとともに、社会の政治化が進展してあらゆるものが政治に組み入れられていく。「孤独なる群衆」の増大とともに、「集団の噴出」が至る所におこって政治過程にそれぞれ影響する。

　政治は、価値や目標をめぐる闘争であるとともに、手段や方法の選択をめぐる闘いでもある。ところで、政治に価値や目標を提供するものが「神話」であり、手段、方法を提供するものが「技術」である。こうした観点からいえば、政治はＲ・Ｍ・マッキーバーのいうように、神話と技術の複合体であり、そのどちらを欠くこともできない。神話は、イデオロギーや信念という形で人間の非合理的な意思や感情に訴え、技術は、それが自然科学的技術であるにせよ、組織化、制度化といった社会的技術であるにせよ、人間の合理性に訴えかける。神話を人々に植え付けるために種々の政治的儀式がつくりあげられ、演劇的効果が盛り上げられる。他方、技術は有効な手段としての効率を優先させ、ときとして独裁的支配や大量虐殺といった非人間化を促進することがある。

　こうして政治は、自己のうちに二律背反的要素を含み、天使にも悪魔にも奉仕するというあいまいさをもち、しかも人間の運命を決定的に左右するという深刻な側面をもっているから、政治の本質を見極め、これに正しく対処することが不可欠である。

　ところで政治は、人間の社会的、集団的共同生活を維持し、存続させるための共同的決定作成過程であることはすでに述べたが、この営みによって人間の生活条件が改善され、社会的環境の整備が図られる。これを政治の順機能とよび、これに逆行するような政治の働きを政治の逆機能という。いうまでもなく政治の順機能の促進は、共同生活を営むすべての人の責任である。

　政治は、現状の不備を改善し、人間の共同生活のためのよりよい環境を形成するという目的を志向するものとして、未来づくりをその本質的特徴の一部とする。政治は未来の形成に重大な関係をもつ。しかも今日では、未来形成のための予測や計画が、それに必要な情報の収集や処理によって、従来よりもはるかに正確かつ迅速になされるようになった。けれども未来形成にはつねにまた多かれ少なかれリスクが伴うことも否定しえない。したがって政治にはつねに賭(か)けの要素があり、決断を必要とする。とりわけ危機的状況においては政治における決断の要素が重要となる。未来づくりのための賭けを回避するとき、政治は守旧的、現状維持的となり、自ら危機を招くに至る。

　歴史の転換期にたたされているといわれる今日、政治のもつ未来形成的機能は改めて注目される必要がある。今日、政治はグローバル（地球的）なかかわりをもつとともに、未来へのかかわりをもつことが、強調されなければならない。
政治権力

political power 

ある者が他者をその意志に反してまでもある行為に向かわせることができる力を、一般に権力という。Ｍ・ウェーバーは、「社会関係のなかで、抵抗に逆らってまで自己の意志を貫徹する」ことを権力といっている。社会の諸領域でそれぞれの権力が存在しているが、特定の地域内において究極的優位性を有し、不服従に対しては合法的に物理的強制力を行使しうるものを政治権力という。

　もちろん、諸権力は相互に関連しており、他の社会権力が政治権力へ転化することもある。政治における権力は、経済における貨幣と同様に、多目的に代替しうる包括的価値であるため、政治は権力をめぐって展開されることになる。政治権力を背景にして、社会における諸価値の権威的配分が可能であることから、政治権力の獲得競争が政治の現象であり、その行使のありさまが政治機構であるとされる。政治権力はその機能ゆえに求められるのみならず、人間の本能としての権力欲からも求められる。そのため、政治権力をめぐる闘争は熾烈(しれつ)きわまりないものとなる。さらに、権力者と服従者との間に存在する緊張関係も加わって、政治権力の維持には多大のコストを要する。維持の方法は二つに大別できる。一つは、不服従に対する価値剥奪(はくだつ)の実行または威嚇であり、いま一つは、自発的服従の調達である。前者のみでは、服従のなかにより大きな抵抗の芽を内包させることになり、維持コストも増大の途をたどらざるをえない。コスト節約のためには、後者の方法、つまり権力を正当化によって権威にまで高めることによって、権力の安定化が試みられる。このことを丸山真男(まさお)は「権力の再生産過程モデル」によって示している。

実体説と関係説
　権力者がなんらかの価値、あるいはそれを剥奪または付与する力を有しているゆえに、権力を有するという見方が、実体説である。権力の基底価値としては、物理的強制力、財力、能力などがあげられ、具体的には、警察力、軍隊、資産、雄弁、人間的魅力などとなる。アメリカの政治学者ラスウェルは権力、健康、富、知識、技能、社会的地位、愛情、徳の八つの価値をあげ、これらの価値の付与あるいは剥奪を手段として生ずる支配現象を勢力とよんだ。そして、この勢力のうちで重大な価値剥奪を伴うもの、すなわち強度な勢力を権力とした。しかし、ある人が基底価値を背景にして権力を有するとしても、何人(なんぴと)に対しても同様の権力的効果を発揮するとは限らず、権力のすべてを実体説のみによって理解することはできない。一方、関係説においては、行為者間の影響力関係に注目し、被支配者が権力を感じ、積極的であれ消極的であれ、それを認めるところに権力が成立するという見方をする。すなわち、服従者も権力関係を成立させる重要な要素と考える。アメリカの政治学者Ｒ・ダールは「ＡがＢに普通ならＢがやらないことをやらせた場合、ＡはＢに対して権力をもつ」と規定した。

権力の資源
　関係説をとるにしても、権力関係の出発点は権力者のもつ力の資源（基底価値）である。なんらの資源もなしに他者を強制することはできないし、資源をもたない者に対して服従することもありえない。たとえ資源をもたない者の指示に従ったとしても、それは行為者の意志と一致したか、彼の倫理感によるものであるかにすぎず、権力関係の成立とみなすことはできない。

　資源としては、先述のラスウェルの八つの価値のほか、物理的力を忘れることはできない。ただし、これを合法的に行使しうるのは国家権力のみであるとみなすのが妥当であろう。それは、対外的侵略あるいは内的社会不安から体制を維持するための軍事力、警察力として具現化され、社会秩序（法）を乱す者に暴力的制裁を準備することによって社会的統合を果たす手段となる。資源の総量は、権力者自身の保有する資源と服従者の資源のある部分の和である。というのは、権力者は支配下の者の資源をある程度自由に利用できるからである。これによって権力の自己増殖が促進される。その典型は政党の派閥組織にみられる。本来、派閥領袖(りょうしゅう)個人の資源の下に結集したグループが勢力拡大を目ざして強い協力体制をつくりだす。結束の固い集団のもつ力に魅せられた者がこれに加わり、より大きな勢力となってさらに追随者を生み出す複利的過程が展開される。逆に、権力に陰りが出てきたときの衰えも加速的である。

政治権力の構造
　社会のなかで政治権力がいかに構造化されているかは個々の社会で異なるだけでなく、みる人によっても違ってくる。多元的権力構造社会とみられる社会であっても、人によっては一元的権力構造と分析する場合もある。多元的権力構造とは、権力を保有する人あるいは集団が固定的ではなく、政治課題によって流動する構造をいう。そこにおいては、権力保有者が一方的に権力を行使するのではなく、錯綜(さくそう)した交差圧力が加わり、政治権力といえども調整役として機能せざるをえなくなる。Ｒ・ダールはこうした権力が批判にさらされやすい政治体系をポリアーキーとよび、君主制や寡頭制に対して民主的なものであるとした。一方、一元的権力構造とは、権力保有層が固定的で支配者と被支配者の区分は明確かつ分断的なものをいう。パレート、モスカ、ミルズなどのエリート論者によれば、いかなる社会においても、結局は固定的な支配層が存在し、権力の交代もその範囲内で行われている、とされる。1950年代のアメリカ社会を分析したミルズは、出身、所属宗派など共通の社会背景を有する政治家、実業家、軍人のパワー・エリートの存在を描き出した。現実には、いかなる社会においてもこうした支配層の存在を否定することはできないが、それが社会のさまざまな圧力にさらされることも見逃してはならない。

現代社会の政治権力
　デモクラシー観念の一般化は、権力の概念を大幅に修正してきた。デモクラシーは支配者と被支配者の同一化であり、いわゆる権力者と服従者の交代を論理的に可能にするものである。権力の正当化ひいては維持にとって世論の支持は不可欠のものとなる。権力者といえども一般の人々の影響を受けたり、操作的手段を用いて支持を取り付ける必要に迫られる。今日のマス・デモクラシーにおいては、大多数を占める大衆を標的とした政治が要求され、合理的判断に基づくよりはイメージによる権力の正当化が試みられる。さらに、今日の社会は、国内外を問わず、さまざまな領域が複雑に絡み合って相互に深い関係をもっている。これは、他の領域の力が政治権力に強い影響を及ぼすことを意味している。ことに、国際関係の緊密化はかつての国家主権の概念を一変させている。形式的には領土内における権力は個々の国家の政治権力者が独占的に保有しているが、現実には少なからず外国勢力の影響を受けている。今日、一国が鎖国状態で孤立することは、貿易などによる恩恵を放棄することを意味するだけに考えにくく、政治権力に対する外国からの圧力は不可避的なものになっている。たとえば、軍事的、経済的に深い関係をもつ二国間において、一方の強い要請に他方の政府は単なる要請以上のものとして対処せざるをえないのが実情である。

政治集団

political group 

政治権力の獲得・維持や政策決定への効果的な影響力の行使といった一定の政治目標達成のために組織的な活動を行う集団をいう。政治集団はリーダーと成員間、成員相互の間で同一の政治目標が共有され、集団意識に基づく協働、連帯関係が保たれ、一定の内部ルールに即した恒常的な組織を有している。したがって、なんらかの政治的動機や誘因によってであれ、一時的、偶然的に集団化する人々の集まり、たとえば群衆、暴徒、徒党などとは区別される。また政治権力の獲得・配分や政策決定に直接関与せず、特定の利益だけを追求する経済的、文化的、教育的、宗教的な社会集団もそれ自体としては政治集団といえない。

　このような政治集団の条件に照らせば、政党およびこれに準ずる政治団体がもっとも典型的な政治集団といえよう。だが、政党自体が歴史的には宗教的、経済的、文化的な特殊利益を追求する一社会集団から発生してきたこと、また、現代社会では私的な特殊利益の追求が多少とも公的、政治的利益の追求とかかわらざるをえないことを考えると、政治集団と社会集団との区別は現実には困難である。たとえば、圧力団体は、特定の私的利益を追求するために組織された社会集団の一つであるが、政権獲得を目的にしていなくとも、政策決定には日常的に関心をもち、自己に有利な決定と利益配分にあずかるために恒常的な組織的活動を行っており、この点では政党以上の政治的性格と影響力を有している場合さえある。Ａ・Ｆ・ベントリーはその著『政治過程論』The Process of Government（1908）で、政治集団を「高度に分化した集団であり、……社会において、より基底的なものとみなされる他の諸集団を反映し、代表している集団」と規定し、社会集団と政治集団との区別が不必要であることを主張しつつ、政治集団として政党のほかに政府、圧力団体、さらに公務員制度改革団体などの政治的機能をも加えている。政治集団と社会集団の区別とその意義は、結局、「政治的なるもの」をいかにとらえるかに依存するが、ベントリー、Ｄ・Ｂ・トルーマンらの政治の集団理論やイギリスの政治的多元論者のように、政治集団を機能概念としてとらえる見解は、少なくとも社会集団の政治機能、政治と社会の相互連関といった現代政治のダイナミズムの解明にとり有効であろう。このようにみると、利益の分化・多元化を進める今日の高度産業社会では、政治集団には政党、政治団体から企業、労働、農業、医師の各団体や宗教、教育、婦人、在郷軍人の諸団体等利益集団の政治活動とその機能が含まれるだろう。

　また政治集団の活動には通常、一定の法的制約が課せられている。政党、政治団体には政党法（ドイツ、スカンジナビア諸国）や政治資金規制法、破防法、圧力団体活動には「ロビイング規制法」（アメリカ合衆国）などがそれである。このように、政治集団の活動は結社権、団結権、表現の自由といった市民的・政治的自由と国家統制との緊張をはらみ、弾圧が統制手段となる場合もある。歴史的に政治集団の意義をみれば、「国家対個人」の関係を原理とする近代市民社会の観念から、個人の権利・自由を集団に媒介させる「国家対集団」原理への変化のなかで、積極的に評価されてきたが、他方、今日では巨大集団の政策決定経路の占有により、大小種々の集団間の競争的政治を排除しつつあるという問題も生じている。

多元的国家論

political pluralism 

政治的多元主義ともいい、国家主権の絶対性を否定し、権力や権威を他の多くの職能団体にも分割しようとする理論である。この国家論にあっては、国家（政府）は部分社会や集団と並列的またはそれに近い関係に位置づけられ、これらと同様に、ある特定の目的や利益を追求する団体とみなされる。このような理論は、20世紀の初頭に主として英米諸国で唱えられたものであり、この学派に属する思想家としては、イギリスではメートランド、フィッギス、ラスキ、ラッセル、コール、アメリカではマッキーバー、フォーレットなどがいる。

　多元的国家論は、視点を変えれば、国家の主権性を否定することによって、失われつつある人間の自由や要求をふたたび回復しようとする主張だともいえる。19世紀末以降、社会生活が複雑化するにつれて、国家の管掌する職務が著しく増加し、それとともに国民生活に干渉する機会も多くなり、そこから、国家のもつ権限が飛躍的に巨大化することになった。このような状況のなかで、ばらばらの個人がこの国家権力を抑制し、個人的自由や要求を実現しようとしても、それは、フィッギスのいうように「幻想」であり、ラスキのいうように「荒野で叫ぶ声」にすぎない。そして、こうした国家権力の肥大化を思想的に支えていたものは、一元的国家論、すなわち包括的国家論や法学的国家主権論などであった。前者はヘーゲルやボーズンキットを代表者とする理論であり、後者はボーダンやオースティンなどの法学者の理論である。これらの理論は、国家と個人の意志の一体性や政治と倫理の同一性を説き、国家の積極的機能を是認し、国家権力の強化を主張する。また、たとえ部分社会や集団の存在を認めても、国家の内部に存在し、国家に従属するものとしてのみ承認するのである。多元的国家論は、こうした一元的国家論を批判し、政府と他の集団とを対等またはそれに近いものとみなし、このような観点から国家理論を新しく体系化したものである。それはおおむね以下に述べるような特徴をもっている。（１）社会と国家の区別　多元的国家論にあっては、共同社会と国家とを明確に区別する。それは、この両者の同一視が一元的国家理論、とくに国家主権の絶対性・至高性・不可分性の理論を派生する根拠となっているからである。つまり、社会と国家を同一視することから、共同社会全体を統治する国家万能の思想が派生してくる。それゆえ、それらを峻別(しゅんべつ)することは、一元的国家論の基盤を切り崩す前提になっているのである。（２）主権の可分性　一元的国家論が国家の主権性を強調するのに対し、多元的国家論では、共同社会内の教会、労働組合、学校などの部分社会や集団がそれぞれの領域内で主権を有していると主張するのである。部分社会や集団はいわゆる国家から独立し、独自の機能を遂行するもので、その正当な機能を遂行する限り国家の支配に服するものではない。だから、こうした主権は団体主権ともよばれているが、彼らはそれを単に理論的な要請としてだけでなく、事実としても肯定しているのである。（３）国家機能の限定　政府の機能は、ある限定された目的だけを遂行するもので、けっして全能的なものではないとする。この限定された機能とは、フィッギスによれば「正義の境界線」を越えないように集団の活動を調整することであり、ラスキによれば「構成員の善い生活」を促進することであった。

　以上の特徴は、すでに述べたように、現代的条件のもとで人間の自由や要求をいかにして確保するかという課題に対する解答でもあった。たとえば、フィッギスが、「イギリスでは、自由は平等よりもはるかに民衆的な叫びであり、そしてわれわれが関心をもつのも実にこの自由に対してである」と述べ、また、ラスキが初期の著作において、「今日の問題は、フランス革命時代のように、人間の地位を社会生活の中心に回復することである。実にこれこそ真の自由の意味である」と述べているが、これらのことばは、彼らがいかなる問題意識をもってその理論化に取り組んでいたかを如実に示している。

　このような意味で、多元的国家論は、一時代の批判思想としての意義を担い、そして人間性の回復のために貢献した。それゆえ、たとえ思想運動としては破産したとしても、その後の社会意識や社会制度のなかになんらかの形で生存していることは否定できない。とくに指摘すべきことは、アメリカの政治体系を説明し正当化する最近の多元的民主主義やニュー・フェデラリズムであるが、これらも多元的国家論の亜流として位置づけることができる。

パレート最適

Pareto optimum 

他の個人の満足を減ずることなしには、いかなる人の満足も増すことができない状態をいう。いいかえれば、どのような資源配分の変更を行っても、現状以上に社会的により好ましい状態を達成できないことをいう。個々人の価値判断を社会全体として一つの価値判断に形成するのはきわめて困難であるが、パレート最適は比較的柔軟性のある規準であって、人々の同意を得やすい概念といえよう。これは、Ｖ・パレートによって創唱されたものであり、新厚生経済学の発展とともに普及し、パレートの名を冠する名称が定着した。パレート最適は完全競争市場において達成され、そこでは各個人は最大の満足を得、企業は利潤最大化が達成されるなど、重要な法則が成立する。しかし、パレート最適は資源配分のみに関与し、所得分配についてはなんら触れることがない。また、パレート最適の状態は無数に存在し、それらの間の優劣は決定できないなどの限界がある。

　パレート最適が達成されるためには、個人間の限界代替率が等しくならなければならない。両個人の間の限界代替率が等しくなった点を結んだ曲線を「契約曲線」という。契約曲線上のすべての点はパレート最適である。もし初期賦存量がＪ点ならば、それに対応するパレート最適点は契約曲線上の任意の点となり、一義的に決定することはできない。

　さらに経済全体でパレート最適が達成されるためには、Ｘ財とＹ財の消費の限界代替率が、Ｘ財とＹ財を生産するための限界変形率（生産可能性曲線の接線の傾きの絶対値）に等しくならなければならない。

　もしもすべての市場が完全競争的ならば、該当する限界代替率が該当する価格比に等しくなるから、パレート最適が達成される。

　なお、一部分においてパレート最適条件が成立していないときに、それを前提として、残りの部分における最適問題を考察するのがセカンド・ベスト理論である。

ポリアーキー

polyarchy 

政府に対する公的な異議申立てと、広範な政治参加がともに可能で、民主主義体制にもっとも近い政治体制をポリアーキーと称する。この概念は、アメリカの政治学者ロバート・Ａ・ダールRobert A. Dahl（1915―　）が提唱した理論上の概念で、政治学で広範に用いられるようになった。ダールは、政府が市民の要求に、政治的に公平に責任をもってこたえることが民主主義の特性であるととらえ、そのためには、〔１〕要求を形成する機会、〔２〕個人的・集団的行為によって市民や政府に要求を表現する機会、〔３〕政府の行為において要求を平等に扱わせる機会、を制度的に保障することが不可欠であると考えた。さらにまた、公的な異議申立てと広範な政治参加という二つの次元から各政治体制の民主化度が測定されるとも考えた。ポリアーキーは、民主化度がもっとも高い政治体制であり、その対極には、公的な異議申立ても政治参加の範囲も低い閉鎖的抑圧体制が位置する。
ミルズ

Charles Wright Mills 

[1916―62] 

アメリカの社会学者。テキサス州に生まれる。大恐慌に続くニューディール期に20歳代を過ごしながら、テキサス大学で学部と大学院修士課程を終え、ウィスコンシン大学の大学院博士課程に進む。1941年に博士号を得る。メリーランド大学、ついで第二次世界大戦後は名門コロンビア大学で教職につき、62年3月20日心臓病のため急死するまで、短い期間ではありながら、研究調査活動あるいは著作や講演に、ヨーロッパや旧ソ連、中南米諸国にまで足を伸ばしながら多忙な活躍を続けた。

　ミルズの初期の思想の基盤となったのはベブレンとデューイであり、とくにデューイのプラグマティズムは、ミルズの生涯を通じて、その実証主義的な行動を重視する研究姿勢の支柱となった。ウィスコンシン大学でドイツから亡命してきた社会学者ガースHans Heinrich Gerth（1908―　）と会ってマックス・ウェーバーの存在を教えられ、ミルズのなかでアメリカ的プラグマティズムとヨーロッパの古典的社会学とが結び付けられた。

　ミルズが学問的に活躍した1950年代のアメリカは、第二次世界大戦後の安定と経済的繁栄を謳歌(おうか)しながら、社会構造的には、強大な支配統治機構と、私的生活に没入しながら実は「組織人」化していく人々のつくりだす大衆社会状況とに二極化しつつあった。ミルズの学問的関心は、まず、その底辺層のプエルト・リコ移民および労働者階級の研究に向けられ、ついで中間層の実証的調査研究に進み、彼の代表的著作の一つ『ホワイト・カラー』(1951)を生む。そして56年、ミルズはその最大の労作とされる『パワー・エリート』を著して、アメリカの大衆社会状況の頂点に君臨する権力機構の中核を、批判的に分析した。それは、アメリカ社会およびアメリカ社会学界の既成の理念に対する一大衝撃であり、ミルズ自身の内部に生じたと思われる思想的変化と相まって、この時期以後の彼は、学界からしだいに孤立し、親交のあったガースからも離れて、学問的には異端者の道を歩み始める。

　その後のミルズは、自らの内部における自己主張と自己批判との相克に悩みながら、メキシコ、キューバ、ソ連への訪問を契機に、しだいに反体制的なラディカル社会学radical sociologyに傾斜し、死の前年には『キューバの声』を著して明瞭(めいりょう)に革命の側にたち、その後のアメリカのラディカル社会学派のある意味での先導者的な役割を演じた。

ラスウェル

Harold Dwight Lasswell 

[1902―78] 

アメリカの政治学者。イリノイ州ドネルソンに生まれる。1922年シカゴ大学卒業、26年同大学で博士号獲得。23～25年にかけて、ロンドン、ジュネーブ、パリ、ベルリン各大学に留学。24年シカゴ大学講師、その後准教授、上級准教授。46～70年エール大学教授。70～73年ニューヨーク市立大学ジョン・Ｊ・カレッジ教授。73～75年テンプル大学教授。55～56年アメリカ政治学会会長。70～72年アメリカ国際法学会会長を務めた。

　研究活動は多面にわたり、その主要な領域は次のとおりである。(1)権力と人格の相互作用。これは精神分析の手法を用いて権力人を分析したもの。著書『権力と人間』（1948）に代表される。(2)政治の理論的枠組みの研究。Ａ・カプランとの共著『権力と社会』Power and Society（1950）がその例である。(3)エリート研究。これは分析の観点を示すのにとどまらず、1890年以降の世界における政治変動の一つの測定基準とされている。彼の編集した『世界革命のエリート』World Revolutionary Elites（1965）はこの分野を代表する。(4)象徴、コミュニケーション、政治宣伝の研究。この面の研究は初期と中期に多く、数量化による内容分析（量的意味論）が中心の『政治の言語』Language of Politics（共著）はその例である。(5)決定過程の研究と政策科学。「決定」はラスウェルの権力論の中心であり、決定作成の過程が入念に理論化されている。決定の内容である政策は、社会過程の全体のなかで、問題志向的かつ総合的に整序される。この面を代表する著作は『政策科学概論』A Preview of Policy Sciences（1971）である。(6)政治、行政関連職の養成のための教育と制度。これは中期と後期に情熱を注いだ研究領域である。『政治学の将来』The Future of Political Science（1963）は(5)(6)との関連で公共政策の担い手の養成とその組織化を提起している。

